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同友会の根底に流れる

先輩達の経験値



同友会アカデミー テクスト



すべての始まり・・・



海外の近代工業の勃興

と黒船来航に始まった！



○近代工業国の脅威から国

土を守るために急速な工

業化が必要



官主導の近代化政策＝地方切捨て

官営事業 官営工場 ＝ 官僚主義



○近代装備の常備軍



明 治 維 新

君主制から立憲君主制に替わる。

非文明国の農業国家が

ヨーロッパの二流国レベルの技術を、

陸軍、海軍、経済、文化、工業の全分野を

わずか数年で取得する・・・



戦争の下で繁栄を続けた日本

富国強兵政策のため大企業優先

常に戦時体制にあった中小企業
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武器や鉄鋼の輸入には外貨が必要

外貨はどうやって稼いでいたのか？

衣料製品・雑貨が唯一の輸出品

しかし物資はすべて軍需優先

地方の中小企業・国民には回らない



いわれのない中小企業蔑視感の醸成

日清・日露と戦勝 ・・・お上意識

大企業優先の国の政策・・差別

＞結 果＜

中小企業家自らが

下位者・弱者としてお上に従う意識

が醸成された





以下のステップ

第一段階 列強の侵略から国土防衛のため

第二段階 侵略競争のための軍備強化へ

第三段階 国民総力戦化



幸せの見える社会 Ｐ９２



1945年8月15日



新憲法のもとで新しい国づくりが急ピッチ

ＧＨＱ主導の元、経済の民主化政策

財閥解体

農地解放
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戦後、明治維新以来、長い軍

事経済体制から開放され



1950年6月25日
しかし

わずか５年後









極端なインフレが進行

中小企業は資材も資金も不足

国家財政が苦しいため徴税が強化。

「重税反対」「資金や資材を中小企業に要求する中小企業運動が高揚



従業員の人格の尊重

労使が協力して生産の推進と生活の向上をめざす

ことを提起

会運営にあたっては、民主的運営に努力する

政治的には一党一派に偏しないことを明確



中政連（56年設立） 創立者は日産コンツェルンの総帥・鮎川義介氏
当時の中小企業団体に熱狂的に受け入れられた「中小企業団体法」（中小企業団体
の組織に関する法律）制定
中政連運動、中小企業は狭い市場で過当競争にあえいでおり、この状態を克服する
ためには、同業組合を組織して過当競争を制限するもの。











設立趣意書では、「天は自ら助くるものを助く」の精神を強調し、自主・自力
で生き抜こうとする企業家精神をうたう

会運営においても「沈滞とボス化」を避けるための民主的運営の提起

共通の課題にもとづく他団体との協力、提携、かつ「政治的には特定の党派
に偏することなく、あくまで中小企業家としての利害に基き、協力を要請する
もの」と明記

趣意書の内容は、先の「全中協」以来の優れた伝統の継承をはかりつつも、
さらに歩を進めて、新しい時代に対応した中小企業運動を展望する意欲と
使命感を盛り込んだもの、同友会3つの目的」や同友会理念の基礎となる内
容



中同協の設立には12年の歳月

「全国組織をつくろう」との気運

中央と地方組織が上下関係となる単一の連合組織とするのではなく、

それぞれの同友会が対等平等の精神で運営できる「協議体」

中小企業家同友会全国協議会（略称中同協）の名称でスタート。

中小企業家自身の力

知恵を自主的、創造的に出し合い、

共通の基本理念で団結し、行動する。



歴史を踏まえた上

でもう一度確認



よい会社を作ろう

同友会はひろく会員の経験と知

識を交流して企業の自主的近代

化と強じんな経営体質をつくる

ことをめざします。



よい経営者になろう

同友会は、中小企業家が自主的な

努力によって、相互に資質を高め、

知識を吸収し、これからの経営者

に要求される総合的な能力を身に

つけることをめざします。



よい環境をつくろう

同友会は、他の中小企業団体とも提携

して、中小企業をとりまく、社会・経

済・政治的な環境を改善し、中小企業

の経営を守り安定させ、日本経済の自

主的・平和的な繁栄をめざします。



自主というのは二つの意味

同友会はほかのいかなるところからも干渉や

支配をうけない。

入会も退会もまた行事への参加についても会

員経営者の自主性を大切にする。

会の主体性を守るということ

会員の自由選択権を保障するということです。



民主にも二つの意味

会の運営を会員の要求や意見に基づいて行い、

ボス支配がおこらないようにする

民主的なものの見方や考え方を積極的に広め

ていく、とりわけ企業内で実践していくこと

によって組織の自浄力は強化され、発展が保

障



連帯は、

会員同士の腹を割った裸でのたすけあい

あらゆる階層の人たちと手をとりあっていく、外

へ向けての融合、協力、団結をすすめる意味

特に会内においては、経営者として全人格的完成

をめざしての相互の高まりあいから生まれる深い

信頼関係（高い次元でのあてにしあてにされる関

係）が連帯の中身





•中小企業が日本の経済の背骨であるであること
を憲章で宣言する。

•中小企業を政策を経済政策の優先課題とする

•中小企業大臣を設置する



•平和的な繁栄の中に中小企業は存立できる。

•平和のためには地方の経済的自立

•健全な地方社会が必要

•そのためには各地域にある中小企業が中心
となり発展していかなくてはならない



中小企業の振興を政策の中心に中小企業の振興を政策の中心に
据える事により据える事により

↓↓
草の根からの日本経済の改善草の根からの日本経済の改善

↓↓

我々が熱望する我々が熱望する
「平和で「平和で豊かな豊かな幸せの見える幸せの見える社会社会」」の実現の実現







新中小企業基本法の下での中小企業行政に対して新中小企業基本法の下での中小企業行政に対して
「中同協」は積極的な位置に立つことになった。「中「中同協」は積極的な位置に立つことになった。「中
同協」自体，他の中小企業団体に比較してあまりに同協」自体，他の中小企業団体に比較してあまりに
も小規模な組織に過ぎないが，中小企業団体・中小も小規模な組織に過ぎないが，中小企業団体・中小
企業運動における「主役」的役割を担わざるを得なく企業運動における「主役」的役割を担わざるを得なく
なったのである。なったのである。





同友会運動の中に入り

少し遠くを見通せば

過去から未来へ続く

歴史的な運動の中に

私たちはいる




